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「世田谷区多文化共生プラン」について 

「世田谷区多文化共生プラン（以下、「プラン」という。）」（令和元（2019）年度～令和 5

（2023 年度）は、「全ての人が多様性を認め合い、国籍、民族等の異なる人々の互いの文化

的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、共に生きていこうとする」多文化共生

社会の実現をめざすために、区の基本的な考え方と課題達成のための施策を明らかにするも

のです。 

世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例（以下、「条例」と

いう。）第 9 条に基づく、多文化共生施策を総合的かつ計画的に推進するための行動計画に

あたります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プランの体系 

プランでは、「誰もが共に参画・活躍でき、人権が尊重され、安心・安全に暮らせる 多

文化共生のまち せたがや」の基本理念のもと、3 つの基本方針を掲げています。 

 また、基本方針ごとに施策を挙げ、その施策に沿った事業展開をまとめています。なお、

基本方針ごとの施策のうち１つを重点施策として掲げています。 

 詳細は「計画の体系」（p.5～6）をご覧ください。 

 

プランの進行管理と取組み状況報告について 

 区は施策を総合的かつ計画的に進めるため、条例第 9 条第 3 項に基づき、毎年プランの進

行管理を行い、施策の進捗状況を把握していきます。その結果については、国際化推進委員

会の検証を経て、「世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会」に報告し、意見を聴い

たうえで、「取組み状況報告書」としてまとめ、公表します。 

  

  

本書について 

世田谷区多文化共生プラン

基本方針 1 地域社会における活躍の推進

基本方針 2 誰もが安心して暮らせるまちの実現

基本方針 3 多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消

推進体制 多文化共生社会の実現に向けた推進体制

世田谷区第二次男女共同参画プラン

世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例 
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本書の見方 

 本書では、多文化共生に向けた数値目標及び重点施策に基づく数値目標と、各事業につい

て、2019 年度の取組み内容と評価を掲載しています。 

 

数値目標のページについて 

 数値目標のページでは、多文化共生に向けた数値目標と、重点施策に基づく数値目標につ

いてそれぞれ以下の内容を掲載しています。 

 

【数値目標】 

 プランにおいて設定した数値目標です。世田谷区民意識調査及び外国人アンケート調査に

基づく実績を掲載しています。なお、世田谷区民意識調査に基づく重点施策１、３の項目に

ついては隔年の調査としています。 

 

【数値目標に対する評価と課題】 

 数値目標の実績数値について、評価と今後の課題を掲載しています。 
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施策に基づく具体的な取組みのページについて 

 施策に基づく具体的な取組みのページでは、課題の施策ごとの「取組み内容（事業名）」

について、令和元（2019）年度の取組み内容及びそれに対する評価、並びに今後の取組みを、

下記のような表にまとめて掲載しています。 

また、各施策の進捗状況を図る目安として、具体的な取組みの中から数値管理できるものを取り

上げ、「実績管理」として毎年度把握していきます。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、令和2年度の事業に関しては、中止や見直しを

踏まえた実績（見込み）としています。 

 

基本方針 1：地域社会における活躍の推進 

 
  

(1)多文化共生の地域交流促進 
 多様な文化を理解し合える交流イベント等を開催し、区民一人ひとりが互いの文化について相互理解

を深め、人権を尊重し合いながら共に暮らしていける多文化共生の意識づくりを推進します。 

 

【施策に対する評価と課題】 
  様々なイベントを通じて、広く多文化共生の意識啓発を進めた。特にせたがや国際メッセにおいては、

昨年度比 1.8 倍の来場者数を記録し、多くの方の異文化理解を深めることができた。 

区の実態調査※においては、地域のイベント活動に「参加したい」と回答した外国人は 7 割弱という結果が

出ており(p.85)、引き続き、関係機関と連携しながら事業を実施するとともに、外国人向けの周知を強化

し、参加しやすい環境づくりを進める必要がある。 

  

項目 

所管課 内容 実績・数値等 

1 
トライアングル

フェスタの実施 

烏山総合支所

地域振興課、児

童課 

上智大学祖師谷国際交流会館と連

携して、烏山地域でのお祭りを実施

し、地域の絆と国際交流を深める。 

フィールドフェスティバル・ぱるラン

ド・上智大学祖師谷文化祭の 3 つのお

祭りが連携し実施した。 

来場者：約 12,000 人 

2 
三茶 de 大道芸の

実施 

文化・芸術振興

課 

国内外約 50 のグループ等による大

道芸を実施し、外国人及び区内外か

ら集う人々との交流を通じ、ふれあ

いの輪を広げる。 

世田谷文化生活情報センターと地元商

店街との共同で、三軒茶屋の街を舞台

に、商店街の各所、劇場で大道芸のパ

フォーマンス等を行った。 

来場者：約 200,000 人 

3 
せたがや国際メ

ッセの実施 
国際課 

区内大使館や大学、国際交流団体

と連携し、ブース出展やステージ

イベント、体験コーナー等を実施

するとともに、チラシ・パンフレ

ットにルビを振るなど、誰もが気

軽に多様な文化に触れられる機会

を作る。 

区民会館にて、ブース出展、ステージ

イベント、体験コーナー、EnglishTable

を実施した。 

来場者：1,100 人（前年比：1.8 倍） 

4 
国際交流ラウン

ジの実施 
国際課 

区内大学に通う留学生が、各テーマ

に対する母国と日本との比較をプ

レゼンテーションし、そのテーマに

ついて留学生を交えた参加者間で

シェアすることで、異文化理解を促

進する。 

区内 7 大学（駒澤大学、昭和女子大学、 

明治大学、国士舘大学、成城大学、東 

京都市大学、東京農業大学）の留学生 

計 8 人が、ナビゲーターとなって運営 

を行った。 

全 4 回実施、参加者：107 人 

 

施策に対する評価と課題】内の
「区の実態調査」は「世田谷区に
おける外国人区民の意識・実態調

査」を指します。 

再掲項目は網掛けにしています。 

施策に対する評価と課題を記載しています。 
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2018 年度 2019 年度 2020 年度（見込み） 

せたがや国際メッセ 

来場者数 
600 人 1,100 人 200 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

実績に対する評価 今後の取組み 備考 

地域住民や留学生がそれぞれの会場を行き来す

ることで、多文化の理解を深め、交流を推進す

ることができた。 

引き続き、上智大学祖師谷国際交流会館と協力

して、イベントを合同開催する。 
 

関連企画として、フランスの現代サーカスを牽

引する、ラファエル・ボワテル率いるカンパニ

ー ルーブリエの話題作『When Angels Fall/地

上の天使たち』を上演して、多文化共生と地域

の賑わいに貢献した。 

令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、従来とは別の形態での開催を検討

している。 再掲 

(基本方針 3(1)) 

他のイベント（外国人との意見交換会、おもて

なし語学ボランティア講座等）を同日に開催を

することで、効果的な集客に繋げ、より多くの

来場者に対し多文化共生に対する意識啓発を行

うことができた。 

令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、従来とは別の形態での開催を検討

している。また、（公財）せたがや文化                                                                                                                             

財団国際事業部との連携や更なる周知方法の

工夫についても併せて検討する。 

 

グループワークを通じて、参加者と留学生が交

流を深めることができた。後半 2 回は新規参加

者が 80％を占めており、多くの方に対して異文

化理解の推進を図ることができた。 

令和 2 年度より、（公財）せたがや文化財団国

際事業部に事業を移管する。 
 

新たに、各施策の実績を管理するた
め、「実績管理」を設定しました。 

施策に基づく具体的な取組みの実績
に対する評価を記載しています。 
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計画の体系 
基本理念 
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数値目標 

(1)多文化共生の推進に向けた数値目標（世田谷区民意識調査※1） 

調査項目 
2018 年度 

（策定時） 

直近の調査 

（2020 年） 

2021 年度末 

（目標値） 

2023 年度 

（目標値） 

多文化共生施策が充実して 

いると思う区民の割合 
31.5％ 33.2％ 80% 80% 

 

 

(2)重点施策に基づく数値目標（世田谷区民意識調査）※今年度、未実施 

調査項目 
直近の調査 

（2020 年） 

2021 年度末 

（目標値） 

2023 年度 

（目標値） 

重点 

① 

外国人の地域活動への参加が促進 

されていると思う区民の割合 
－ 80% 80% 

重点

② 

外国人の生活基盤が充実している 

と思う区民の割合 
－ 80% 80% 

 

 

(3)重点施策に基づく数値目標（外国人アンケート調査※2） 

調査項目 
直近の調査 

（2019 年） 

2021 年度末 

（目標値） 

2023 年度 

（目標値） 

重点 

② 

外国人の生活基盤が充実している 

と思う区民の割合 
38.0％ 80% 80% 

重点

③ 

外国人に対する誤解や偏見が解消 

されていると思う区民の割合 
44.0% 80% 80% 

 

 

※１ 世田谷区区民意識調査 2020 

世田谷区在住の満 18 歳以上の区民（外国籍含む）4,000 人を対象に実施。 

※２ 外国人アンケート調査 

   区内在住の 18 歳以上の外国人のうち、住民基本台帳から統計的手法に基づき無作 

為に抽出して実施。令和元(2019)年度は、「世田谷区における外国人区民の意識・実 

態調査※3」にて実施。 

※３ 世田谷区における外国人区民の意識・実態調査（2019 年度実施） 

   区内在住の 18 歳以上の外国人のうち、住民基本台帳から統計的手法に基づき無作為 

に抽出した 2,000 人を対象に実施。 
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【数値目標に対する評価と課題】 

 

＜(1)多文化共生の推進に向けた数値目標＞ 

「多文化共生施策が充実していると思う区民の割合」 

・プラン策定時より 1.7 ポイント上昇した。 

・本プランに基づく各取組みについて、広く区民に周知していく必要がある。 

 

＜(2)重点施策に基づく数値目標（世田谷区民意識調査）＞ 

 ・隔年で調査を実施する（今年度、未実施）。 

 

＜(3)重点施策に基づく数値目標（外国人アンケート調査）＞ 

「外国人の生活基盤が充実していると思う区民の割合」 

 ・今回初めての調査であり、38.0％であった。 

 ・窓口での対応強化や情報発信の検討など、区の実態調査から見えた外国人に対する支援   

  を拡充する必要がある。 

 

「外国人に対する誤解や偏見が解消されていると思う区民の割合」 

 ・今回初めての調査であり、44.0％であった。 

 ・多様な文化を理解し合えるイベントや講座等を実施し、多文化共生の意識をさらに醸成 

していく必要がある。 
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＜参考＞「世田谷区民意識調査 2020」より 

①多文化共生の推進に向けた数値目標 

問 あなたは、「外国人と日本人が共に暮らす」という視点からみて、区の多文化共生社会の実現に向け
た施策が充実していると思いますか。（〇は１つ） 

     

＜参考＞「世田谷区における外国人区民の意識・実態調査」より 

問 世田谷区では、外国人が安心して地域で生活するために、教育、住宅、就労など、生活全般にわたっ
ての支援を行っています。あなたは外国人に対する生活支援が充実していると思いますか（１つに
〇）。 

           

問 世田谷区では、多様な文化を理解し合える交流イベントなどを開催し、区民一人ひとりが互いの文
化について理解を深め、偏見や差別を解消することで、多文化共生社会の実現を目指しています。あ
なたは、区内において外国人に対する偏見や差別が減っていると思いますか（１つに〇）。 
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＜参考＞プラン策定後の国、都、区の動き 
 
国の動き 
■出入国管理及び難民認定法改正 

  平成 30(2018)年 12 月に出入国管理及び難民認定法が改正され、新たな在留資格「特

定技能」が創設された。（改正法は平成 31(2019)年 4 月施行） 

  これに合わせ、外国人材の適正・円滑な受入れの促進に向けた取組みとともに、外国

人との共生社会の実現に向けた環境整備を推進するため、「外国人材の受入れ・共生のた

めの総合的対応策」（以下「総合的対応策」）を示した。 

 

■日本語教育の推進に関する法律成立 

  令和元(2019)年 6 月、「日本語教育の推進に関する法律」が公布、施行され、日本語教

育に関する基本理念や国の責務等が規定された。法律では、基本的施策として在住外国

人等に対する日本語教育の機会拡充や、日本語教育の水準の維持向上等が掲げられたほ

か、地方公共団体も、国の施策を勘案し、地域の状況に応じた日本語教育の推進に必要

な施策の実施に努めることとされた。 

  令和 2(2020)年 6 月、同法 10 条の規定に基づき、日本語教育の推進に関する施策を総

合的かつ効果的に推進するための基本的方針が策定された。 

 

 ■外国人在留支援センター（FRESC/フレスク）開所 

  令和 2(2020)年 7 月 6 日、新宿区の JR 四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに、日本

で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する「外国人在留支援センター（FRESC/フレスク）

（以下、「支援センター」という。）」が開所した。支援センターには、出入国在留管理庁

や日本司法支援センター（法テラス）、外務省ビザ・インフォメーションなど 8 つの機関

の相談窓口が入り、外国人からの相談対応、外国人を雇用したい企業の支援、外国人支援

に取り組む地方公共団体の支援などの取組みを行う。 

 

都の動き 

 ■東京都つながり創生財団設立へ 

  「人」と「人」とのつながりによる地域コミュニティの活性化をはかり、「都民一人ひ

とりが輝ける社会」の実現を目指す新たな財団として、「東京都つながり創生財団（以下、

「財団」という。）」が令和 2(2020)年 10 月 1 日に設立される。財団では、都内に住む外

国人を支援するなど多文化共生社会づくりを進めるほか、ボランティア文化の定着や、町

会・自治会を中心とした地域コミュニティの活性化など、共助社会づくりに取り組む。 

 

区の動き 
■（公財）せたがや文化財団国際事業部開設 

 今後の国際政策をより効率的・効果的に推進するため、新たな国際化推進組織とし 

て、公益財団法人せたがや文化財団内に国際事業部を新設するとともに、情報発信の拠 

点となる「せたがや国際交流センター（クロッシングせたがや）（以下、「交流センタ 

ー」という。）」を令和 2(2020)年 4 月に開設した。国際事業部は、在住外国人と日本人 

との交流を推進するための事業を実施するほか、交流センターにおいて、外国人向けの 

行政情報、生活・文化情報、国際交流活動を行う団体等の情報発信、在住外国人の生活 

相談の問い合わせへの対応などを行う。 
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＜参考＞区内在住外国人数データ 

 

 

都内区市町村別 外国人数 

比率 実数 
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[各年 1 月 1 日時点] 

 

H28 H29 H30 H31 R2
総人口 883289 892535 900107 908907 917486
外国人人口 16883 18196 19931 21379 23034
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20400
20600
20800
21000
21200
21400
21600
21800
22000
22200
22400
22600
22800
23000
23200
23400

平成31年1月～令和2年 区内在住外国人数の比較

（総人口） （外国人人口） 

（外国人人口） 

区内在住外国人数 過去 5年間の推移 
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H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2
中国 3,533 3,719 4,152 4,691 5,352 5,835 6,562

韓国・朝鮮 4,019 4,112 4,046 4,131 4,314 4,448 4,561
米国 1,283 1,287 1,359 1,455 1,550 1,706 1,808

台湾 474 585 706 804 914 999 1,106

ベトナム 281 340 483 612 757 864 1,004
フィリピン 727 770 799 812 836 983 983
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その他
4,554 （ 20%）

国籍・地域別外国人数 

[令和 2 年 1 月 1 日時点] 
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施策に基づく具体的な取組み 
 

基本方針 1：地域社会における活躍の推進 

 
  

(1)多文化共生の地域交流促進 
 地域住民との相互理解を深めるための様々な交流事業の開催や、外国人が地域で活躍できる場をつくるこ

とにより、地域の多文化共生を推進します。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 様々なイベントを通じ、広く多文化共生の意識啓発を進めた。特に「せたがや国際メッセ」は、昨年度比

1.8 倍の来場者数を記録し、多くの方の異文化理解を深めることができた。 

 区の実態調査においては、地域のイベントに「参加したい」と回答した外国人は 7 割弱との結果が出てお

り(p.85)、関係機関と連携しながら事業を実施するとともに、外国人向けの周知を強化し、参加しやすい環

境づくりを進める必要がある。 

 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

1 
トライアングル

フェスタの実施 

烏山総合支所

地域振興課、児

童課 

上智大学祖師谷国際交流会館と連

携して、烏山地域でのお祭りを実施

し、地域の絆と国際交流を深める。 

フィールドフェスティバル・ぱるラン

ド・上智大学祖師谷文化祭の 3 つのお

祭りが連携し実施した。 

来場者：約 12,000 人 

2 
三茶 de 大道芸の

実施 

文化・芸術振興

課 

国内外約 50 のグループ等による大

道芸を実施し、外国人及び区内外か

ら集う人々との交流を通じ、ふれあ

いの輪を広げる。 

・世田谷文化生活情報センターと地元

商店街との共同で、三軒茶屋の街を舞

台に大道芸のパフォーマンス等を行

い、国籍・居住地の異なる多くの人々

の交流の機会を提供した。 

・外国語版（英・中・ハングル）の概要

パンフレットを 500 部作成、配布した。 

来場者：約 200,000 人 

3 
せたがや国際メ

ッセの実施 
国際課 

区内大使館や大学、国際交流団体と

連携し、ブース出展やステージイベ

ント、体験コーナー等を実施すると

ともに、チラシ・パンフレットにル

ビを振るなど、誰もが気軽に多様な

文化に触れられる機会を作る。 

区民会館にて、ブース出展、ステージ

イベント、体験コーナー、EnglishTable

を実施した。 

来場者：1,100 人 

4 
国際交流ラウン

ジの実施 
国際課 

区内大学に通う留学生が、各テーマ

に対する母国と日本との比較をプ

レゼンテーションし、そのテーマに

ついて留学生を交えた参加者間で

シェアすることで、異文化理解を促

進する。 

区内 7 大学（駒澤大学、昭和女子大学、 

明治大学、国士舘大学、成城大学、東 

京都市大学、東京農業大学）の留学生 

計 8 人が、ナビゲーターとなって運営 

を行った。 

全 4 回実施、参加者：107 人 

5 
English Table の

実施 
国際課 

区内大学に通う留学生と、各テーマ

に対して英語でコミュニケーショ

ンするとともに、参加者間での交流

を深める。 

せたがや国際メッセと同日に開催。区 

内 4 大学（駒澤大学、成城大学、東京 

都市大学、テンプル大学）の留学生計 

8 人が、ナビゲーターとなって運営を 

行った。1 回 30 分、全 6 回実施。 

参加者：52 人（重複 5 人） 

6 

★ 「 Touch the 

World」多文化体

験コーナーの運

営 

教育指導課 

子どもたちが体験的に楽しく外国

語を学ぶとともに、外国人を含めた

様々な区民が気軽に立ち寄り、多様

な文化に触れ、交流することができ

る「Touch the World」多文化体験

コーナーを運営することで、子ども

たちの外国語や異文化への関心を

高め、国際理解を推進する。 

来場者：16,316 人 

（イベント及び移動教室による来場者

を除く） 
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【実績管理】 

 2018 年度 2019 年度 2020 年度（見込み） 

せたがや国際メッセ 

来場者数 
600 人 1,100 人 200 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績に対する評価 今後の取組み 備考 

地域住民や留学生がそれぞれの会場を行き来す

ることで、多文化の理解を深め、交流を推進す

ることができた。 

引き続き、上智大学祖師谷国際交流会館と協力

して、イベントを合同開催する。 
 

関連企画として、フランスの現代サーカスを牽

引する、ラファエル・ボワテル率いるカンパニ

ー ルーブリエの話題作『When Angels Fall/地

上の天使たち』を上演した。また、テンプル大

学にも PR ブースを出展いただき、地域の多文化

共生の推進と賑わいづくりに貢献した。 

令和 2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため、従来とは別の形態での開催

を検討している。 

 

他のイベント（外国人との意見交換会、おもて

なし語学ボランティア講座等）を同日に開催を

することで、効果的な集客に繋げ、より多くの

来場者に対し多文化共生に対する意識啓発を行

うことができた。 

令和 2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため、従来とは別の形態での開催

を検討している。また、（公財）せたがや文化                                                                                                 

財団国際事業部との連携や更なる周知方法の

工夫についても併せて検討する。 

 

グループワークを通じて、参加者と留学生が交

流を深めることができた。後半 2 回は新規参加

者が 80％を占めており、多くの方に対して異文

化理解の推進を図ることができた。 

令和 2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため事業を中止する。 

※令和 2(2020)年

度より、（公財）

せたがや文化財

団国際事業部が

事業を運営。 

令和元(2019)年度より回数を 2 回増やして実施

し、多くの方に英語でのコミュニケーションの

機会を提供することができた。また、参加者と

留学生の交流にも繋げることができた。 

令和 2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため事業を中止する。令和元年度

は参加者の 81％が 40 代以上であったため、今

後は若い世代にも広くアピールしていく。 

 

多文化体験コーナー内の各ブースにおけるカリ

キュラム等を改善し、週間スケジュールを刷新

したことで、効果的な集客に繋げた。 

子どもたちの英語を学ぶ機会の充実などにつ

ながるよう、プログラムや運営方法の見直しな

どを検討する。 
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基本方針 1：地域社会における活躍の推進 

 
  

(2)地域活動への参加促進【重点】 
 外国人が地域住民の一人として地域社会に参加・活躍できるように、地域コミュニティやボランティア活

動への参加を促進します。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 区の事業における外国人ボランティアの活動機会は少なかったが、区の実態調査では、約5割の外国人が母語

や日本語を教える活動や学校の授業へ「協力したい」と回答している(p84)。 

 今後は、各課に対する働きかけと連携を強化し、外国人ボランティアの活用機会を拡充していく必要がある。 

 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

7 

★町会・自治会な

ど地域活動団体

に対する理解促

進 

市民活動・生涯

現役推進課、国

際課 

外国人にもわかりやすいやさしい

日本語やルビ等を活用したチラシ

を配布するなど、地域活動について

周知、啓発に取り組むとともに、多

文化共生の取組みについて情報提

供をするなど、町会・自治会に向け

ても理解を求めていく。 

・町会・自治会加入促進チラシ（計

13,000 枚）に QR コードを掲載し、そ

れを読み取ると多言語版（英語、中国

語、ハングル）の情報が見られるよう 

に工夫して、外国人住民への理解促進

に努め、加入促進を図った。 

・町会の会合において、多文化共生に

ついての研修を行った。 

8 
★「おたがいさま

bank」への登録促

進 

市民活動・生涯

現役推進課、国

際課 

「おたがいさま bank」とは、社会福

祉法人世田谷ボランティア協会と

連携して構築したボランティア人

材バンクである。外国人が参加する

イベント等において、積極的に登録

の促進を図る。 

登録者：2,375 人（令和 2 年 3 月末現

在） 

9 
☆外国人ボラン

ティアの活用拡

大 

国際課 
外国人が、通訳や地域のボランティ

アとして活躍できる場を広げる。 

・ユニバーサルデザイン普及啓発イベ

ント事業のワークショップ（都市デザ

イン課）:3 人 

・せたがや国際交流ラウンジ（国際

課）:32 人 
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【実績管理】 

 2018 年度 2019 年度 2020 年度（見込み） 

外国人ボランティア 

活用実績 
― 35 人 5 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績に対する評価 今後の取組み 備考 

町会・自治会会員が外国人住民へ話しかける一

つのきっかけとして、また、外国人住民からの

問い合わせの際の資料として、多言語対応した

チラシを役立てている。研修についても、地域

の多文化共生理解に繋げることができた。 

外国人の町会・自治会への理解促進や加入促進

に向け、支援を継続する。 
 

区や世田谷ボランティア協会が実施する様々な

イベントにおいて、「おたがいさま bank」を周

知することで、「おたがいさま bank」の令和元

年度新規登録者が 400 人（計 2,375 人）となり、

ボランティア活動の提供機会の促進に繋げるこ

とができた。 

引き続き、世田谷ボランティア協会と協働し

て、登録者と活動機会を増やしながら、高齢者

の社会参加について「おたがいさま bank」の機

能を強化し、活性化を図っていく。 

 

・区民の参加者と共に、話し言葉以外（ボディ

ランゲージや翻訳アプリ）でコミュニケーショ

ンがとれることを確認し、街中で困っている外

国人の方などに対して積極的に声を掛けること

の大切さを体験することができた。（都市デザ

イン課） 

・区内大学に通う留学生にナビゲーターとして

協力してもらうことで、参加者との活発なコミ

ュニケーションに繋げることができた。また、

当日準備の手伝い・運営などにも積極的に補助

いただき，事業を円滑に進めることができた。

（国際課） 

今後も国際化に伴い、積極的に外国人ボランテ

ィアを活用していく。 
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基本方針 1：地域社会における活躍の推進 

 
  

(3)外国人の区政参画推進 
 外国人の区政への参画を促し、意見をまちづくりに反映することができる仕組みづくりを推進します。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 外国人実態調査を実施し、在住外国人の生活状況並びに区に対する満足度などを把握した。これを今後の施策

の検討に活かしていく。 

「外国人との意見交換会」では、25人の外国人から区政への意見を直接聞くことができた。引き続き、様々な機

会を見つけ、外国人の区政参画を促していくとともに、意見を多文化共生社会のまちづくりに反映していく。 

 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

10 
★各会議体等に

おける外国人の

参画促進 

関係各課、国際

課 

区民の意見を反映するための会議

において、外国人が登用されている

か関係各課に調査を行い、外国人を

登用するよう促す。 

「世田谷区ユニバーサルデザイン環境

審議会および部会」、「世田谷区男女

共同参画・多文化共生審議会および多

文化共生推進部会」の委員として、そ

れぞれ外国人 1 人を登用した。 

11 
区民意識調査の

実施 
広報広聴課 

区民意識調査において、外国人を含

むアンケート調査を多言語により

実施し、外国人の声を区政に反映す

る。 

調査票等について、日本語のほか、英

語に翻訳のうえ区民意識調査を実施し

た。  

調査対象者（外国籍 117 人／4,000 人） 

有効回収数（外国籍 40 人／2,171 人） 

→外国籍の回収率 34.2％ 

12 
外国人との意見

交換会の実施 
国際課 

外国人の意見を区政に反映させる

ため、区内在住の外国人同士あるい

は、区内在住の外国人と日本人によ

る行政課題をテーマとした意見交

換会を実施する。 

無作為抽出による在住外国人 2,000 人

及び、過去に国際課で実施した講座受

講生 670 人を対象に参加案内通知を発

送し、参加希望者による意見交換会を

行った。 

参加者数：58 人（うち外国籍 25 人） 

13 
★外国人アンケ

ート調査の実施 
国際課 

外国人の意見を聞くために、外国人

との意見交換会とあわせ、アンケー

ト調査を実施する。 

区内在住外国人 2,000 人を対象に、「世

田谷区における外国人区民の意識・実

態調査」を実施した。 

回収数：378 件（18.9％） 
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【実績管理】 

 2018 年度 2019 年度 2020 年度（見込み） 

外国人との 

意見交換会 

外国人参加者数 

29 人 25 人 30 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績に対する評価 今後の取組み 備考 

区の施策に対し、外国人委員の母国と比較した

意見を聞くことができたが、各会議体における

外国人の登用数は計 2 名と少ない状況である。 

引き続き、関係各課の会議等において外国人の

登用を促していく。 
 

外国籍の回収率は、平成 30 年度 44.7％、平成

29 年度 31.8％、平成 28 年度 28.9％と推移して

おり、増加傾向にある。 

引き続き、外国人を調査対象者に含めて実施す

る。 
 

外国人区民と日本人区民同士の意見交換を行

い、参加者にとって、多文化共生についての認

識を深める機会になったとともに、交流の場と

しても非常に有効であった。また、外国人の生

の意見を聞くことができる貴重な機会となっ

た。 

令和 2(2020)年度は、徹底した新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止策を講じたうえで、実施予

定である。また、開催にあたっては、今後の区

政に反映できるようなテーマ設定を検討する。 

 

区内在住外国人の実態について、今後の多文化

共生施策に繋がる調査結果を得ることができ

た。 

しかし、回収率が 18.9％と伸び悩んだため、次

回は調査協力依頼の手紙を別途送付したり、オ

ンライン調査を活用したりするなど、回収率向

上に向けた工夫が必要である。 

本年度の調査結果をもとに、実態に沿った多文

化共生施策の検討・執行を行う。 
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基本方針 2：誰もが安心して暮らせるまちの実現  

 
  

(1)外国人への日本語支援 
 外国人が地域社会で自立した生活を送るために必要な日本語を習得できるよう、学習機会を充実させるほ

か、必要に応じて日本語の支援を行います。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 「外国人向け日本語教室」について、2 期（15 回コース×1 期、26 回コース×1 期）であっが、15 回コー

ス×3 期に変更した。それにより参加者数を計 22 人から 33 人に増やすことができた。 

 区の実態調査では、7 割弱の方が「外国人向け日本語教室を知らない」と回答していることから(p82)、周

知を強化していく必要がある。 

 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

14 
☆外国人向け日

本語教室の拡充 
国際課 

日本語を初めて学ぶ外国人に対し、

日常生活で使用する日本語を習得

する機会の拡充を図る。 

「Touch the World」多文化体験コーナ

ー内のスペースを活用し、外国人のた

めの日本語教室を開催した。 

全 3 期（1 期につき 15 回実施）、受講

者 33 人 

※第 3 期は新型コロナウイルス感染拡

大の影響により 9 回の開催。 

15 
せたがや日本語

サポーター講座

の実施 

国際課 

日本語支援のボランティア活動を

考えている区民を対象に、日本語を

サポートするうえでの役立つ基礎

知識が学べる講座を実施する。 

・前期・後期に分けて、それぞれ 5 回

ずつ開催。日本語学習支援の基礎とな

る講座を実施した。 

・前期修了者 4 人、後期修了者 3 人が、

外国人のため日本語教室第 1 期・2 期

の最終回にそれぞれ参加し、日本語サ

ポーター講座で学んだ知識を活用して

もらう機会を提供した。 

参加者：前期 37 人、後期 31 人 

16 

外国人児童・生徒

に対する日本語

指導等補助員の

派遣 

学務課、教育指

導課 

外国人の児童・生徒に対して日本語

指導及び生活習慣の指導補助を行

う。 

外国籍の児童・生徒に対して日本語指

導及び生活習慣の指導補助を行った。 

小学校：36 時間 

中学校：40 時間 

派遣実績 小学校 15 校 18 人 

中学校 5 校 7 人 

17 
外国人児童・生徒

の保護者に対す

る通訳の派遣 

学務課、教育指

導課 

外国人等の児童・生徒の保護者に対

して、通訳を派遣し、通学上不可欠

な事項等、子どもの教育指導に関わ

る話し合いを円滑に進める。 

外国人等の児童･生徒の保護者に対し

て、通学上不可欠な事項等、子どもの

教育指導に関わる話し合いを円滑に進

めるため、通訳の派遣を行った。 

派遣実績 小学校 15 校延べ 43 人 

中学校 6 校延べ 14 人 
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【実績管理】 

 2018 年度 2019 年度 2020 年度（見込み） 

外国人向け日本語教室 

受講者数 
22 人 33 人 40 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績に対する評価 今後の取組み 備考 

日本に来て間もない外国人に対し、生活するた

めの基礎となる日本語の学習機会を提供するこ

とができた。 

令和 2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため第 1 期は中止とし、第 2 期・

3 期は Web 会議システム「Zoom」を使用したオ

ンライン開催とする。入門クラス＋初級クラス

の 2 つを用意し、様々な学習者のニーズに応え

られるよう対応する。 

 

日本語を教える際の基礎知識について、受講者

へ提供することで、日本語ボランティアの技術

力向上及び人材育成に繋げることができた。 

令和 2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため事業を中止する。令和 3 年度

以降は継続予定である。また、講座修了者の活

動状況を把握するため、アンケート調査を実施

するほか、活動機会の拡充についても検討を進

める。 

 

外国籍の児童・生徒に対して日本語指導及び生

活習慣の指導補助を行い、学習習得に役立てる

ことができた。 

実施年によって実績の増減があり、令和元

(2019)年度は減少していたが、指導が必要な児

童・生徒は毎年いるため、引き続き、指導補助

を継続していく。 

 

外国人等の児童･生徒の保護者に対して、通学上

不可欠な事項等、子どもの教育指導に関わる話

し合いを円滑に進めるため、通訳の派遣を行い、

学校と保護者間の意思疎通を円滑に行うことが

できた。 

通訳派遣の需要は微増しているため、今後も当

該事業を継続して実施する。 
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基本方針 2：誰もが安心して暮らせるまちの実現  

 
  

(2)行政情報の多言語化等の推進 
 外国人が地域社会で生活していくうえで必要となる情報や、公共施設など、多くの区民が利用する場所の

サイン等について、「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」に則って多言語化を推進するとともに、

「やさしい日本語」やルビ等の普及に努めます。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」に基づき、庁内各課において冊子・チラシをはじめとした

各種媒体の多言語化が進んできている。引き続き、各課に向けて多言語化を促すとともに、今後は職員向け

研修等を通じ「やさしい日本語」の普及にも取り組んでいく。 

 

①情報発信における意識の醸成 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

18 

「世田谷区多言

語表記及び情報

発信の手引き」の

活用促進 

国際課 

日本語を母語としない方にどのよ

うに情報を届けるか、必要とする地

域での情報を正しく理解してもら

うか、情報を発信する担当者に向け

ての考え方を整理した「世田谷区多

言語表記及び情報発信の手引き」の

活用を促進するとともに、広く区民

に向けても活用を促す。 

町会会合等に赴き、外部向けの周知 PR

を行うとともに、庁内公開サイト・区

HP に手引きのデータをアップロード

し、庁内向けの周知にも努めた。 

19 

情報のユニバー

サルデザインガ

イドラインの普

及 

都市デザイン

課 

ユニバーサルデザインとは、年齢、

性別、国籍、能力に関わらず、でき

るだけ多くの人が利用しやすいよ

うに生活環境を構築する考え方で

ある。「情報のユニバーサルデザイ

ン」を活用に、多言語化や図記号・

絵記号（ピクトグラム）の活用につ

いて普及を図り、広く区民へ向けて

も活用を促す。 

・職員向け研修を行い、研修資料とし

て「情報のユニバーサルデザインガイ

ドライン」を活用した。 

・玉川総合支所および本庁舎整備のサ

インについて、だれもがわかりやすい

案内サインとなるよう検討を進めた。 

20 
職員向け「やさし

い日本語」研修等

の実施 

研修担当課、国

際課 

「やさしい日本語」とは、普通の日

本語よりも簡単で、外国人にもわか

りやすく、情報を発信する日本人に

も使いやすいように考案された日

本語のこと。各職場において、「や

さしい日本語」で対応できるよう、

「世田谷区多言語表記及び情報発

信の手引き」を活用し、職員向けに

研修を実施する。 

職員向けの研修は実施なし。 

区民向けに以下講座を行う。 

「多文化共生シンポジウム～やさしい

日本語でつながろう～」 

来場者 164 人 
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【実績管理】 

 2018 年度 2019 年度 2020 年度（見込み） 

庁内における多言語冊

子・チラシ数 
― 25 種 30 種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績に対する評価 今後の取組み 備考 

庁外・庁内の両方に手引きを PR することで、地

域全体における情報発信する際の意識啓発に繋

げることができた。 

様々な機会を捉え、区民及び庁内向けの周知を

強化し、活用の機会を広げていく。 
 

職員に対し「情報のユニバーサルデザインガイ

ドライン」を用いて研修を行うことで、ユニバ

ーサルデザインの必要性や、知識の伝達を行う

ことができた。 

現在区の HP に区の職員向けではあるが「情報

のユニバーサルデザインガイドライン」を公開

し、だれもが利用できるようになっている。今

後は、必要とする人が、よりわかりやすく利用

できるガイドラインを目指し、一部編集を行

う。 

 

多文化共生に関する基礎知識、及びやさしい日

本語について、参加者に情報提供ができた。シ

ンポジウムでは、非公開型インターネット掲示

板「sli-do」を使用し、聴覚障害者等に配慮し

た質疑応答の時間を設ける手法に取り組み参加

者から概ね好評の声をいただくことができた。 

令和 2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため事業を中止する。 
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②サイン等の多言語化 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

21 
☆各種行政冊子、

チラシ等の多言

語化 

関係各課 
各課で作成する各種行政冊子、チラ

シ等の多言語化を進める。 
P54 参照 

22 
☆公共施設館名

表示の多言語化 

各総合支所（た

だし世田谷総

合支所は総務

課庁舎管理係） 

公共施設名表示の多言語化を進め

る。 

世田谷区民会館：施設名及び室場名に

ついて、日本語の他に英語での併記を

行っている。 

23 
☆区広報板の多

言語化 
地域行政課 区広報板の多言語化を進める。 

老朽化等に伴う広報板の建替えにあわ

せて、多言語化対応の WEB ページにリ

ンクする QR コードを記した広報板を

設置した。 

設置数：186 基 

24 
☆街区表示板、街

区案内図の多言

語化 

住民記録・戸籍

課 

街区表示板、街区案内図の多言語化

を進める。 

【住居表示板】平成 5 年度以降、区内

全域において、表示板の区名、町名に

ひらがなでルビをふり、下欄にローマ

字で表記している。 

【街区案内図】平成 3 年度以降、町名、

施設、道路、駅、広域避難場所等を英

語併記。ピクトグラムによる案内表示

を行っている。 

25 

施設名表示（総合

運動場・総合運動

場温水プール・千

歳温水プール、総

合運動場駐車場）

の多言語化 

スポーツ推進

課 

総合運動場・総合運動場温水プー

ル・千歳温水プール、総合運動場駐

車場の施設名表示において多言語

化を進める。 

総合運動場、総合運動場温水プール、

千歳温水プールの英語表記によるサイ

ン標記を掲示した（一部）ほか、総合

運動場については、翻訳アプリ（iPad）

を常備している他、英会話が可能なア

ルバイトスタッフが外国人対応にあた

っている。 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

庁内各課における行政冊子、チラシ等の多言語

化が徐々に進んできている。 

引き続き、関係各課に働きかけ、各種行政冊子、

チラシ等の多言語化を進める。 
 

施設名や室場名について、複数の言語で記載す

ることで、多様な人が利用しやすい施設整備を

行っている。 

公共施設館名表示について、より多言語での表

示を検討していく。 
 

概ね予定どおりの建替えが完了した。 
多言語化対応した広報板の設置を引き続き、進

めていく。 
 

外国人に対して適切に情報提供することができ

た。 

既存の街区表示板、街区案内図を改修等する

際、これまでどおり多言語対応を実施する。 
 

外国人の利用のサポートに役立っており、外国

人に対しても適切に情報提供することができ

た。 

各施設、引続きサイン標記の充実を図る。  
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  項目 所管課 内容 実績・数値等 

26 

館内での多言語

アナウンス（総合

運動場・総合運動

場温水プール・千

歳温水プール）の

実施 

スポーツ推進

課 

総合運動場・総合運動場温水プー

ル・千歳温水プールについて、多言

語での館内アナウンスを実施する。 

総合運動場、総合運動場温水プール、

千歳温水プールの多言語による施設閉

館案内等放送を実施している。（定型

的な案内のみ） 

27 

喫煙場所標識、路

上喫煙禁止路面

標示シートの多

言語化 

環境計画課 
喫煙場所標識、路上喫煙禁止路面標

示シートの多言語化を進める。 

電柱巻看板・路面標示シート（英語併

記）を設置した。 

電柱巻看板：206 か所 路面標示シー

ト：236 か所 

28 
☆公園施設利用

案内の多言語化 
公園緑地課 

公園施設利用案内の多言語化を進

める。 

公園等の新設・改修工事の際に設置す

る園名板について、英語表記を行った。 

公園数：9 箇所 

29 
☆区道案内標識、

区道通称名板の

多言語化 

土木計画調整

課、工事第一

課、工事第二課 

区道案内標識、区道通称名板の多言

語化を進める。 

区道多言語案内標識 112 箇所  

区道多言語通称名標識 38 基 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

外国人に対して適切に情報提供することができ

た。 
引き続き、施設案内等放送の充実に努める。  

喫煙場所や路上喫煙禁止箇所について、外国人

へ適切に情報提供することができた。 
引き続き、積極的に標示を増設していく。  

可能な限りの多言語化を図っているが、表示内

容やスペースの制約があり、一部分のみ、また、

英語表記までにとどまっている。 

公園等の新設・改修工事の際に設置する案内板

や園名板について、英語表記を行う。二子玉川

公園（帰真園）や等々力渓谷公園のパンフレッ

トの多言語化を行う。 

 

区道多言語案内標識は事業完了。区道多言語通

称名標識も計画通り進捗している。 
区道多言語通称名標識の設置を推進する。 

土木計画課→土

木計画調整課に

名称変更 
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基本方針 2：誰もが安心して暮らせるまちの実現  

 
  

(3)生活基盤の充実【重点】 
 外国人が行政・生活情報を入手し、地域生活で生じる様々な問題について相談できるように、生活相

談のための窓口を運営するとともに、教育、住宅、就労など、地域で暮らすうえで必要不可欠な生活基

盤の充実を図ります。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 日常生活に関する相談に加え、新型コロナウイルスに対する相談についても、関係所管と連携を図り、適切

に相談体制を整えることができた。 

 また、外国人向けの情報発信機能を持つ「せたがや国際交流センター」の開設準備を進めた。令和 2(2020)

年度以降は、センターとも連携しながら、情報発信を強化し、生活基盤の充実支援に取り組んでいく。 

 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

30 
外国人相談窓口

の運営 

世田谷総合支

所地域振興課 

外国人の日常生活や区政に関する

相談を、英語、中国語で受け付ける

窓口を運営する。 

英 語：面接 1,508 件 電話 611 件 

中国語：面接 952 件 電話 297 件 

その他：面接 261 件 電話 76 件 

合計 3,705 件 

31 

「ライフ・イン・

セタガヤ（外国語

版生活便利帳）」

の配布 

国際課 

外国人が区内に転入する際に、防

災・保健・医療・教育・税金・子育

て当、生活に必要な情報を英語・中

国語・ハングルでわかりやすく記載

した外国語版便利帳「ライフ・イン・

セタガヤ」を配布する。 

4,000 部（英語 2,000 部、中国語：1,300

部、ハングル 700 部） 

32 
国際化推進事業

協力員制度の活

用 

国際課 

外国語の能力や、国際的知識等を持

つ職員を「国際化推進事業協力員」

として登録し、各職場や外国語での

対応が必要となったとき、所属を超

えて、通訳などの対応や、国際交流

に関する職務に対応する。 

庁内の外国語版印刷物の翻訳確認や、

姉妹都市交流事業での通訳の場面で

「国際化推進事業協力員」を活用した。 

登録職員数：51 人 

10 ヶ国語に対応（重複あり） 

33 
★留学生の就労

支援事業の実施 
国際課 

市民活動団体と協働し、日本で学び

日本で就職したい留学生に対し、日

本での働き方や生活習慣、マナーな

どを学ぶ機会を提供するとともに、

就職後のサポートにも取組む。 

留学生支援策検討のため、区内キャン

パスのある 11 大学を対象に、「留学生

に対する支援等に関するアンケート調

査」を実施した。 
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【実績管理】 

 2020 年 4 月 2020 年度（見込み） 

せたがや国際交流センター 

（クロッシングせたがや） 

来館者数 

開設 2,400 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績に対する評価 今後の取組み 備考 

平成 30 年度から総件数が微増したが、過去数年

単位では同程度の水準で推移している。 

相談件数・内容の推移を注視しニーズを捉えつ

つ、外国人の日常生活や区政に関する相談事業

を継続していく。 

 

各窓口に配置することで、転入した外国人に対

する適切な情報提供ができた。各所管での問い

合わせ対応の際にも使用されている 

内容を精査し、外国人にとってより使いやすい

ライフ・イン・セタガヤとなるよう改訂を行う。 
 

庁内からの、翻訳確認や通訳依頼などの外国語

需要に対し、適切な人員を配置することによっ

てスムーズに対応することができた。 

令和 2(2020)年度も継続して実施する。東京

2020 大会開催に伴い依頼数が増加しているた

め、業務の一部を外部協力者へ依頼するなど、

運営体制の見直しを図る。 

 

留学生の実態を調査することで、具体的な活躍

の場や支援について検討を行うためのニーズを

明らかにすることができた。 

アンケートに基づき留学生及び大学のニーズ

を把握・研究することで、支援事業の具体策に

ついて検討する。本アンケート結果を踏まえ、

留学生の全般的な生活支援について、具体的な

検討を行っていく。 
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  項目 所管課 内容 実績・数値等 

34 
★（仮称）多文化

情報コーナーの

整備・運営 

国際課 

防災や医療など様々な情報を発信

するとともに、利用者同士が情報交

換したり、外国につながる子どもた

ちが母語や母国の文化に触れるこ

とができる、（仮称）多文化情報コ

ーナーを整備・運営する。 

令和 2(2020)年 4 月に、（公財）せたが

や文化財団の世田谷文化生活情報セン

ター内に「せたがや国際交流センター

（愛称：クロッシングせたがや）」の

開設を決定した。 

35 
労働に関する情

報提供 

工業・ものづく

り・雇用促進課 

三茶おしごとカフェでは、外国人が

多言語で労働や求職に関する相談

をすることができる「東京都労働相

談センター」や「東京外国人雇用相

談サービスセンター」等の情報提供

を行う。 

電話による問合せを数件受け、東京都

労働相談センターや東京外国人雇用相

談サービスセンター等の情報提供を行

った。 

36 
☆医療に関する

情報提供 

保健福祉政策

課 

外国語で受診できる医療機関や日

本の医療制度を外国語で案内する

医療情報センター「ひまわり」のホ

ームページ・テレフォンサービス、

医療機関向けの電話による救急通

訳サービス、初期救急診療所等、医

療に関する様々な情報提供を行う。 

・せたがや便利帳及び区ホームページ

の夜間・休日の急病時の案内の中で、

「ひまわり」では外国語（英語・中国

語・ハングル・タイ語・スペイン語）に

よる案内を行っている旨掲載した。 

・新型コロナウイルス感染症に関する

情報について、区ホームページでやさ

しい日本語での発信を積極的に行っ

た。 

令和 2(2020)年 3 月 1 日～31 日の閲覧

数：727 件（国際課） 

37 
★外国人介護人

材の受入支援 
高齢福祉課 

区内介護事業所が外国人人材の受

入れを検討するにあたり、国や都の

外国人人材に関する支援制度の周

知を行うとともに、外国人が働きや

すい環境づくりについて検討する。 

区内介護事業所へ向けて、都が実施す

る外国人人材支援制度の周知を行っ

た。（2 回） 

外国人人材採用にかかる費用の一部を

助成した。（１事業所） 

38 
★不動産団体等

への情報提供 

国際課、居住支

援課 

区内の不動産団体等に対し、外国人

を支援するサービスやガイドブッ

ク等の情報提供を行うなど、外国人

が円滑に民間賃貸住宅に入居でき

る環境の整備に取組む。 

外国人の民間賃貸住宅への入居を支援

するため、「お部屋探しサポート」事

業に外国人を対象として加えるととも

に、2 つの不動産団体に対し、事業開始

の周知および協力依頼を行った。 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

（公財）せたがや文化財団と協議を重ね、「情

報発信」「場の提供」「ネットワークの構築」

を実現する場とする「せたがや国際交流センタ

ー」の開設準備を行うことができた。 

（公財）せたがや文化財団国際事業部と密接に

連携・協力し、効果的な運営を行っていく。 
 

問合せに対しては、的確に支援機関を案内した。 

引き続き、外国人の方からの問合せ、相談があ

った場合に、東京都労働相談センターや東京外

国人雇用相談サービスセンター等の情報提供

を行う。 

 

紙と電子の両媒体に掲載したことで、幅広く周

知できた。 

引き続き、「ひまわり」が外国語に対応してい

る旨の情報を掲載するとともに、他の案内等に

も掲載できないか検討する。 

調整・指導課→保

健福祉政策課に

名称変更 

適宜情報提供を行い、また採用にかかる経費の

助成を行うことで、区内介護事業所が外国人人

材を円滑に受け入れられるよう、事業者支援を

行うことができた。 

国や都による様々な支援策や区内事業所の取

り組み事例の周知に努めるとともに、課題など

を整理したうえで、交流の場の確保といった日

常生活面における支援等を検討していく。 

 

外国人が民間賃貸住宅を探すにあたっての土台

をつくることができた。 

令和 2(2020)年度も継続的に事業を実施してい

く。 

住宅課→居住支

援課に名称変更 
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  項目 所管課 内容 実績・数値等 

39 
★居住支援協議

会における入居

支援策の検討 

国際課、居住支

援課 

令和元(2019)年度世田谷区居住支

援協議会において、「お部屋探しサ

ポート」の利用対象者に外国人世帯

を加えた。居住支援協議会におい

て、NPO との連携方策等、入居先を

探す外国人の不安解消に資する入

居支援策について検討する。 

令和元(2019)年度世田谷区居住支援協

議会において、「お部屋探しサポート」

の利用対象者に外国人世帯を加えた。 

40 

帰国・外国人児

童・生徒のための

教育相談室の運

営 

学務課、教育指

導課 

帰国・外国人相談室・支援校（小学

校 3 校、中学校 1 校）連携のもと、

帰国・外国人児童・生徒の教育や相

談指導を行う。 

相談件数 669 件 

訪問指導  

小学校 4 校 8 人  

中学校 4 校 4 人 

補習教室  

水曜 25 回/年 延べ 135 人 

土曜 23 回/年 延べ 292 人 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

外国人が民間賃貸住宅を探すにあたっての土台

をつくることができた。 

不動産仲介会社及び家主向けのセミナー等を

通し、外国人の入居促進に関するテーマ等を扱

うことを検討する。 

住宅課→居住支

援課に名称変更 

日本語習得の不十分な児童・生徒について、初

期指導・訪問指導・補習教室における指導等、

その児童・生徒の理解の程度に応じた指導を行

い、学校生活に適応するための支援を行うこと

ができた。 

令和 2(2020)年度は新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため、5 月末までは事業を中止して

いたが、6 月以降、順次事業を再開しており、

必要な支援を行っていく。 
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基本方針 2：誰もが安心して暮らせるまちの実現  

 
  

(4)災害時に対する備えの充実  
 平常時から外国人に対する防災訓練や防災情報の提供を行うとともに、災害発生時に地域社会において適

切かつ迅速な対応ができる体制の整備を推進します。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 「外国人向け防災教室」を地域で日本語支援を行うボランティア団体や総合支所地域振興課と連携しなが

ら実施している。起震車体験や防災物品の展示等、教室ごとに特色があり、参加者からも好評を得ている。 

 区の実態調査においても、6 割以上の外国人が防災訓練に「参加したい」と回答しており(p84)、引き続

き、関係所管と連携を図りながら、外国人の防災意識の啓発を行うとともに、災害ボランティアの活用や庁

内体制の整備等について検討を進める。 

 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

41 
外国人向け防災

教室の実施 

各総合支所地

域振興課、国際

課 

外国人が災害に対する基礎知識を

学習できるように、資料を多言語で

作成するとともに、地域の日本語教

室と連携し、防災教室を実施する。 

地域の日本語教室と協働し、各総合支

所地域振興課防災担当職員が講師とな

って、防災教室を開催した。 

全 7 教室 

42 
地域の防災訓練

への外国人の参

加促進 

各総合支所地

域振興課、国際

課 

様々な機会を捉え、外国人に対して

地域の防災訓練への積極的な参加

を呼びかける。 

留学生施設等に呼びかけを行い、防災

訓練への参加を確認できた。 

43 

外国人にも配慮

した避難所運営

マニュアルの見

直し 

災害対策課 

避難所運営組織向けに作成する避

難所運営マニュアルについて、外国

人避難者も想定し、やさしい日本語

等を活用した見直しを進める。 

避難所運営マニュアルの修正に伴い、

外国人避難者を想定し、やさしい日本

語等を活用した掲示物を追加した。 

44 

「災害時区民行

動マニュアル」

（マップ版）多言

語版の配布 

災害対策課 

多言語で作成した、防災情報を含ん

だ世田谷区地図及び地震対策につ

いてのマニュアルを、各窓口にて配

布する。 

以下の言語につき増刷を行い、各窓口

での配布に対応した。 

英語版：3,000 部 中国語版：2000 部 
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【実績管理】 

 2018 年度 2019 年度 2020 年度（見込み） 

外国人向け防災教室 

実施回数 
2 回 7 回 未定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績に対する評価 今後の取組み 備考 

日本で暮らす外国人に対し、災害の基礎知識や

備えについての学習機会を提供することができ

た。 

今後も地域の日本語教室や国際課と連携のも

と、防災教室の周知や講演を積極的に行ってい

く。 

 

日本で暮らす外国人に対し、災害の基礎知識等

の学習機会や、地域とのつながりを持つ場を提

供することができた。 

今後も留学生施設や日本語教室にチラシを配

布するなど、防災訓練の周知に力を入れてい

く。 

 

やさしい日本語等を活用した掲示物を追加する

など、避難所運営マニュアルに外国人避難者へ

の配慮に関する対応策を反映できた。 

避難所で活用する掲示物の表記をやさしい日

本語等に変更するなど、今後も避難所運営マニ

ュアルの修正の際に、外国人避難者への配慮が

なされるよう努める。 

 

各窓口で配布することで、外国人に対して、防

災情報を含んだ世田谷区地図及び地震対策につ

いてのマニュアル情報の提供ができた。 

今後も各窓口での配布に不足がでないよう、適

切に増刷を行い、必要な区民に情報が伝わるよ

う努める。 
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  項目 所管課 内容 実績・数値等 

45 
☆広域避難場所

標識の多言語化 
災害対策課 

広域避難場所標識の多言語化を進

める。 

東京都の平成 30(2018)年度広域避難

場所指定見直しにおいて新規に設置し

た都作成の案内標識については、避難

場所の表記を多言語対応（英語、中国

語、ハングル）したものを設置した。 

46 
「外国人支援担

当」非常配備態勢

の指定 

災害対策課、国

際課 

外国人に適切な支援が行われるよ

うに、各総合支所に国際化推進事業

協力員を配置し、外国人災害情報セ

ンターや、外国人災害時情報窓口を

設置するなど、必要な支援を行う。 

外国人支援担当として非常配備態勢時

の職員を 19 人指定。 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

新規案内標識設置箇所においては、外国人に対

する多言語での案内ができた。 

既存の案内標識の多言語対応について、検討し

ていく。 
 

非常配備態勢時に各支所に設置される外国人災

害時情報センター及びエフエム世田谷に適切に

職員を配置した。しかし、具体的な運用につい

ては改めて検討する必要がある。 

関係所管と連携のうえ、非常配備態勢の見直し

や具体的な運用について検討していく。 
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基本方針 2：誰もが安心して暮らせるまちの実現  

 
  

(5)ICT を活用した環境整備  
 情報ツールの発達と普及を踏まえ、外国人も容易に情報にアクセスできる有効な手段として ICT 等を幅広

く活用し、情報が取得しやすい環境を整えます。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 区ホームページ内の外国人向けページについて、外国人が分かりやすいページになるよう構成の見直しを行

うとともに、新型コロナウイルスへの対応にあたっては、「やさしい日本語」を活用して情報発信を行った。 

区の実態調査から、外国人が主にインターネットにより情報を入手していることが分かっており(p72～74)、

引き続き、外国人向けページの充実に取り組むとともに、外国人対応の向上に向けた ICT 機器の導入について

も関係所管と調整を図っていく。 

 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

47 

デジタルブック

（カタログポケ

ット）による情報

発信 

広報広聴課 

区のおしらせ「せたがや」を多言語

対応の無料アプリケーション「カタ

ログポケット」により配信する。 

外国語の自動翻訳による閲覧数 299 件                          

※対応は 10 言語（日本語、英語、中国

語（簡体字・繁体字）、韓国語、タイ

語、ポルトガル語、スペイン語、イン

ドネシア語、ベトナム語） 

48 

ホームページの

多言語表示及び

自動翻訳サービ

スの運営 

広報広聴課 

区のホームページを多言語に自動

で翻訳できるサービスを運営する

とともに、自動翻訳の精度向上に取

組む。 

自動翻訳による閲覧数は 66,962 件。 

※対応は英語、中国語（簡体字）、ハン

グルの 3 言語 

閲覧数上位のページや外国人の暮らし

に必需のページを中心に 52 ページ分

の訳質チェックを行い、自動翻訳の精

度向上を図った。 

49 
☆外国人向けペ

ージの充実 

関係各課、国際

課 

区のホームページのリニューアル

に合わせて、関係各課で作成した多

言語冊子やチラシ等を一覧に掲載

する外国人向けページの充実を図

る。 

・「外国人の方へ」のページを国際課

で一括管理し、多言語に対応した冊子

等の紹介や、生活をするにあたって必

要となる情報の提供を行った。 

・新型コロナウイルス感染症に関する

情報について、やさしい日本語での発

信を積極的に行った。 

50 

外国人向け SNS

「 Pick up 

Setagaya」による

情報発信 

国際課 

留学生や大学生による、区内のおす

すめスポットの取材等を通して、世

田谷での滞在や生活の魅力を記事

にし、SNS にて発信する。 

大学と連携した Facebook のページに、

参加したイベントの様子や、まちで見

かけた世田谷ならではの景色の写真を

投稿した。 
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【実績管理】 

 2018 年度 2019 年度 2020 年度（見込み） 

外国人向けページ 

閲覧者数（月平均） 
― 1,485 件 1,600 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績に対する評価 今後の取組み 備考 

1 号あたりの外国語閲覧数平均は、 

平成 30 年度 5.9 件（全 199 件/33 号発行）、              

令和元年度 6.6 件(全 299 件/45 号発行）と増加

傾向にある。 

引き続き、継続して配信する。  

自動翻訳による閲覧数は 

平成 29 年度 16,381 件 

平成 30 年度 17,940 件 

令和元年度 66,962 件 

と推移しており、増加傾向にある。 

引き続き、自動翻訳サービスの提供、訳質チェ

ックを継続して実施する。 
 

情報の掲載ルールについて統一し、情報量を増

やしつつ検索性が高まるように更新を行った。

新型コロナウイルス関連の情報については、常

に最新の動向をチェックし、やさしい日本語で

の発信を行うことで、外国人が最新の情報を得

られるよう工夫をした。 

掲載している情報のやさしい日本語化につい

て今後検討し、外国人にとって分かりやすいホ

ームページとなるよう見直しを図っていく。 

外国人向けホー

ムページの管理

については、国際

課が担当 

留学生や大学生から見た世田谷の魅力について

SNS に投稿し、多くの方に PR することができ

た。 

令和 2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、留学生や大学生が活動できず

にいる。留学生や大学生の体制が整い次第、SNS

にて発信していく。 

※令和 2(2020)年

度より、（公財）

せたがや文化財

団国際事業部が

事業を運営。 
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  項目 所管課 内容 実績・数値等 

51 
タブレット端末

等の活用促進 

国際課、都市デ

ザイン課 

各窓口でのタブレットや自動翻訳

機器の活用の促進を図る。 
未実施 

52 

まち歩きアプリ

「世田谷ぷらっ

と」による情報発

信 

産業連携交流

推進課 

Google 翻訳機能（英語・中国語・ハ

ングル・スペイン語・フランス語・

ポルトガル語）が付属されたスマー

トフォン用アプリ「世田谷ぷらっ

と」により、観光情報を発信する。 

Google 翻訳機能を活用し、世田谷の見

どころ、散策コース、世田谷みやげ等

の観光情報を多言語で紹介した。 

 

53 

観光情報サイト

「エンジョイ！

SETAGAYA」による

情報発信 

産業連携交流

推進課 

区内のおすすめ「まち歩きコース」

の紹介をはじめ、「イベント情報」、

「観光スポット」、季節感やトレン

ドを反映した「特集記事」など、様々

な角度から世田谷の魅力を多言語

（英語、中国語、ハングル）で発信

する。 

観光情報や区内のおすすめスポット

等、世田谷の魅力に関する情報を多言

語で発信した。 

また、東京 2020 大会を見据えたインバ

ウンドの誘客の促進に向け、外国語版

トップページを新たに作成した。 

閲覧数（PV 数）：720,000 ページ 

54 
☆公衆無線LAN環

境の整備拡充 

政策企画課、

ICT 推進課、災

害対策課、市民

活動・生涯現役

推進課、オリン

ピック・パラリ

ンピック担当

課、産業連携交

流推進課 

現在、区内の一部で利用が可能な、

公衆無線 LAN サービス「SETAGAYA 

free Wi-Fi」のアクセスポイント

を拡充する。 

東京 2020 大会関連（総合運動場 5AP,

大蔵第二運動場 2AP 計 7AP） 

まちづくりセンター 

（上町 1AP,九品仏 1AP,二子玉川 1AP,

梅丘 1AP,代沢 1AP 計 5AP） 

観光、生活・文化拠点 

（三軒茶屋駅 1AP,二子玉川駅 1AP,下

北沢駅 1AP,成城学園前駅 1AP 計 4AP） 

55 
★世田谷デジタ

ルミュージアム

による情報発信 

生涯学習・地域

学校連携課 

区の歴史文化に関するウェブサイ

ト「世田谷デジタルミュージアム」

を通じた情報発信を推進する。区内

の文化財や郷土資料館の収蔵資料

などの紹介、区内のまち歩きの際に

地域の文化財の案内など、ICT 技術

を活用するとともに、多言語化した

コンテンツを設け 、外国人向けに

世田谷の歴史や文化、身近な文化財

についての魅力を伝える。 

教育委員会事務局と生活文化政策部や

みどり３３推進担当部等様々な所管と

連携して、「世田谷デジタルミュージ

アム」と「せたがや文化マップ」や「名

木百選」等を連動させ、デジタル情報

活用を行った。 

デジタルミュージアム閲覧数：91,374

件 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

未実施のため、評価なし。 

新規導入に向けて、関係所管と協議を行う。ま

た、先行して導入している他の自治体等への調

査・研究を行う。 

 

外国人に対し、区の魅力に関する情報を多言語

で PR することができた。 

新型コロナ感染症の状況を考慮しつつ、引き続

き、外国人に向けて多言語で観光情報等を発信

していく。 

 

外国人向けの事業や区の魅力を伝える情報を

PR するとともに、外国語版トップページの作成

や他サイトとの連携により、外国人観光客の情

報収集の利便性向上を図ることができた。 

新型コロナ感染症の状況を考慮しつつ、引き続

き、外国人に向けて多言語で情報を発信してい

く。 

 

当初計画通りに整備することができ、外国人が

来日した時のインターネット環境を整えること

ができた。また、オリンピック開催前に、東京

2020 大会関連施設及び観光、生活・文化拠点に

予定していた整備を完了することができた。 

SETAGAYA Free Wi-Fi 整備計画の計画期間は終

了したものの、都補助も延長されることとなっ

たため、庁舎等の建て替えなどで積み残してい

る分について、引き続き、整備を行う。 

情報政策課→ICT

推進課に名称変

更 

従来紙ベースのみだった「せたがや文化マップ

や」「名木百選」等と「世田谷デジタルミュー

ジアム」を連動させたことにより、一つのコン

テンツで世田谷の歴史や文化等の様々な情報を

閲覧することが可能となった。 

引き続き、「世田谷デジタルミュージアム」を

利用し、世田谷の歴史や文化に興味・関心が薄

い層へのアプローチを積極的に行っていく必

要がある。 
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基本方針 3：多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消 

 

(1)多様な文化を受け入れる意識の醸成【重点】 
 多様な文化を理解し合える交流イベント等を開催し、区民一人ひとりが互いの文化について相互理解を深

め、人権を尊重し合いながら共に暮らしていける多文化共生の意識づくりを推進します。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 様々な機会において、多様な文化を理解し合える交流イベント等を開催した。区民向け多文化共生シンポ

ジウムでは、「やさしい日本語」をテーマとし、来場者の多文化共生に対する意識を啓発することができ

た。今後もこのような機会を設け、意識醸成に努めていく。 

 

①イベント 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

56 
キネコ国際映画

祭の実施 

文化・芸術振興

課 

「キネコ国際映画祭」とは「キネマ

（映画）」と「黒猫」をかけた“キ

ネコ”をイメージキャラクターと

し、民間と共催で行う国際的な映画

祭であり、子どもたちが「映画」を

通じて世界の芸術や文化に触れ、

「個性」「感性」「国際性」「道徳」

等を学ぶことにより、「夢」や「希

望」を育んでいく心を醸成する。 

東京 2020 大会やホストタウンの更な

る気運醸成を図ることから、せたがや

文化財団と連携し、音楽イベントなど

の事業を取り入れるなどして共催事業

として開催した。 

来場者：178,000 人（全体） 1,576 人

（区主催事業） 

57 
トライアングル

フェスタの実施 

烏山総合支所

地域振興課、児

童課 

上智大学祖師谷国際交流会館と連

携して、烏山地域でのお祭りを実施

し、地域の絆と国際交流を深める。 

フィールドフェスティバル・ぱるラン

ド・上智大学祖師谷文化祭の 3 つのお

祭りが連携し実施した。 

来場者：約 12,000 人 

58 
三茶 de 大道芸の

実施 

文化・芸術振興

課 

国内外約 50 のグループ等による大

道芸を実施し、外国人及び区内外か

ら集う人々との交流を通じ、ふれあ

いの輪を広げる。 

世田谷文化生活情報センターと地元商

店街との共同で、三軒茶屋の街を舞台

に、商店街の各所、劇場で大道芸のパ

フォーマンス等を行った。 

来場者：約 200,000 人 

59 
せたがや国際メ

ッセの実施 
国際課 

区内大使館や大学、国際交流団体と

連携し、ブース出展やステージイベ

ント、体験コーナー等を実施すると

ともに、チラシ・パンフレットにル

ビを振るなど、誰もが気軽に多様な

文化に触れられる機会を作る。 

区民会館にて、ブース出展、ステージ

イベント、体験コーナー、EnglishTable

を実施した。 

来場者：1,100 人（前年比：1.8 倍） 

60 
国際交流ラウン

ジの実施 
国際課 

区内大学に通う留学生が、各テーマ

に対する母国と日本との比較をプ

レゼンテーションし、そのテーマに

ついて留学生を交えた参加者間で

シェアすることで、異文化理解を促

進する。 

区内 7 大学（駒澤大学、昭和女子大学、 

明治大学、国士舘大学、成城大学、東 

京都市大学、東京農業大学）の留学生 

計 8 人が、ナビゲーターとなって運営 

を行った。 

全 4 回実施、参加者：107 人 

61 
English Table の

実施 
国際課 

区内大学に通う留学生と、各テーマ

に対して英語でコミュニケーショ

ンするとともに、参加者間での交流

を深める。 

せたがや国際メッセと同日に開催。区 

内 4 大学（駒澤大学、成城大学、東京 

都市大学、テンプル大学）の留学生計 

8 人が、ナビゲーターとなって運営を 

行った。1 回 30 分、全 6 回実施。 

参加者：52 人（重複 5 人） 
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【実績管理】 

 2018 年度 2019 年度 2020 年度（見込み） 

区民向け多文化共生講座

来場者数 
― 164 人 80 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績に対する評価 今後の取組み 備考 

海外作品の上映と併せて、新たに映画祭を盛り

上げる要素として眺望広場および二子玉川小学

校において和太鼓演奏など行う音楽イベントを

実施し、多文化共生と地域の賑わいに貢献した。 

令和 2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため、中止。今後、開催にあたり、

より地域とのつながりを持たせたられるよう

な実施方法を検討していく。 

玉川総合支所街

づくり課と連携

して実施 

地域住民や留学生がそれぞれの会場を行き来す

ることで、多文化の理解を深め、交流を推進す

ることができた。 

引き続き、上智大学祖師谷国際交流会館と協力

して、イベントを合同開催する。 

再掲 

(基本方針 1(1)) 

関連企画として、フランスの現代サーカスを牽

引する、ラファエル・ボワテル率いるカンパニ

ー ルーブリエの話題作『When Angels Fall/地

上の天使たち』を上演して、多文化共生と地域

の賑わいに貢献した。 

令和 2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため、従来とは別の形態での開催

を検討している。 

再掲 

(基本方針 1(1)) 

他のイベント（外国人との意見交換会、おもて

なし語学ボランティア講座等）を同日に開催を

することで、効果的な集客に繋げ、より多くの

来場者に対し多文化共生に対する意識啓発を行

うことができた。 

令和 2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため、従来とは別の形態での開催

を検討している。また、（公財）せたがや文化                                                                                                                             

財団国際事業部との連携や更なる周知方法の

工夫についても併せて検討する。 

再掲 

(基本方針 1(1)) 

グループワークを通じて、参加者と留学生が交

流を深めることができた。後半 2 回は新規参加

者が 80％を占めており、多くの方に対して異文

化理解の推進を図ることができた。 

令和 2(2020)年度より、（公財）せたがや文化

財団国際事業部に事業を移管する。 

再掲 

(基本方針 1(1)) 

令和元年度より回数を 2 回増やして実施し、多

くの方に英語でのコミュニケーションの機会を

提供することができた。また、参加者と留学生

の交流にも繋げることができた。 

令和 2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため事業を中止する。令和元年度

は参加者の 81％が 40 代以上であったため、今

後は若い世代にも広くアピールしていく。 

再掲 

(基本方針 1(1)) 
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  項目 所管課 内容 実績・数値等 

62 
せたがやの魅力

再発見ツアーの

実施 

国際課、産業連

携交流推進課 

日本人と外国人が共に世田谷の魅

力を感じることのできるまち歩き

ツアーを実施するとともに、多文化

料理食べ歩きマップなど多文化を

新たな魅力として情報発信を推進

する。 

喜多見地区でのまち歩き（スカベンジ

ャーハンティング方式）を実施した。 

参加者：35人（うち外国人留学生 21人） 

63 
人権啓発イベン

トの実施  

人権・男女共同

参画担当課 

人権に対する正しい知識の普及啓

発を図るため、区民・事業者ととも

に人権啓発イベントを実施する。 

成城ホールにて講演と映画のつどいを

実施した。（昭和大学准教授による命

の大切さに関する講演、人間ドキュメ

ンタリー映画「Given～いま、ここにあ

るしあわせ～」の上映、特設人権相談

の併設） 

参加者：168 人（職員 81 人含む） 

64 
アメリカ選手団

と区民との交流

事業の実施 

オリンピック・

パラリンピッ

ク担当課 

東京 2020 大会期間中に大蔵運動場

等でキャンプを実施するアメリカ

選手団と区民の交流事業などを展

開するとともに、アメリカ選手が大

会で活躍できるように応援する。 

米国選手とのレター交流（12 人） 

車いすラグビー選手との心のバリアフ

リーシンポジウム（137 人） 

大蔵運動場陸上競技場オープニングイ

ベントへの米国選手出演（100 人） 

アメリカキャンプボランティアの採用

（52 人） 

65 
ホストタウン交

流イベントの実

施 

交流推進担当

課 

アメリカの文化・芸術・教育等を軸

としたイベントを開催し、区がアメ

リカ合衆国のホストタウンである

ことを PR する。また、東京 2020 大

会において、区民がアメリカ選手を

応援する気運を醸成する。 

区内小学生と米国関係者等との交流事

業（32 人）  

アンソニー・アービン選手による水泳

教室（179 人） 

ラルフ・ブライアント氏による講演会

（70 人） 

クリスマスゴスペルコンサート 

（約 200 人） 

66 

★ 「 Touch the 

World」多文化体

験コーナーの運

営（再掲） 

教育指導課 

子どもたちが体験的に楽しく外国

語を学ぶとともに、外国人を含めた

様々な区民が気軽に立ち寄り、多様

な文化に触れ、交流することができ

る「Touch the World」多文化体験

コーナーを運営することで、子ども

たちの外国語や異文化への関心を

高め、国際理解を推進する。 

イベント来場者数：1707 人 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

区内大学学生が主体となり、留学生や在住外国

人参加者に世田谷の魅力を紹介する街歩きツア

ーを開催し、外国人に世田谷のまちを知っても

らうきっかけづくりができた。 

東京 2020 大会に関する施設のまち歩きツアー

は、令和 3(2021)年度に延期の方向で検討する。 

※令和 2 年度よ

り、（公財）せた

がや文化財団国

際事業部に事業

を移管。 

アンケートで「人権に対する関心や理解が深ま

った」と答えた割合が 95％と高い数値であった

ことから、人権の理解促進に寄与することがで

きた。 

令和 2(2020)年度も継続して講演と映画のつど

いを実施予定。 
 

アメリカのトップ選手と交流することは貴重な

経験となり、スポーツへの関心の高まりやキャ

ンプ実施に対する理解を深め、アメリカを応援

する気運を高めることができた。 

東京 2020 大会の延期および新型コロナウイル

ス感染症の状況を踏まえ、実施可能な事業形態

をアメリカオリンピックパラリンピック委員

会と検討中。 

 

各事業ともに、参加者に対してホストタウンの

紹介・周知に努めることができた。また、ホス

トタウングッズを配布することで、ロゴととも

にホストタウン周知とアメリカ合衆国を応援す

る気運を醸成することができた。 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により

東京 2020 大会が延期となったが、周知イベン

トの手法を検討しながら、引き続き、ホストタ

ウンの周知に努めていく。 

 

毎月行っているイベントの内容の改善・充実及

び対象となる学年の児童や園児に対する周知方

法の工夫等により、効果的な集客に繋げた。 

子どもたちの英語を学ぶ機会の充実などにつ

ながるよう、プログラムや運営方法の見直しな

どを検討する。 

関連 

(基本方針 1(1)) 

(基本方針 3(2)) 
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②ボランティア 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

67 

★オリンピック・

パラリンピック

開催に向けた世

田谷区ボランテ

ィア事業の実施 

市民活動・生涯

現役推進課、国

際課、オリンピ

ック・パラリン

ピック担当課 

国内外から区を訪れる方々へのお

もてなしを充実させるとともに、大

会後は経験を活かし、地域のボラン

ティアとして活躍できるよう区の

独自ボランティア事業を実施する。 

登録者数 717 人 

説明会 6 回、基礎研修 12 回 

68 

☆世田谷区ホー

ムステイボラン

ティア家庭登録

制度への登録促

進  

国際課 

ホームステイを通じ様々な文化に

触れることで、多文化共生の意識が

醸成されるよう、ホームステイボラ

ンティアへの登録を促進する。 

新規登録家庭数：8 家庭 

利用実績：4 家庭  

総登録家庭数：63 家庭 

69 
★観光ボランテ

ィアガイド事業

の実施 

産業連携交流

推進課 

多くの観光客に世田谷の魅力を伝

えるため、観光ボランティアガイド

を育成し、観光案内業務を実施す

る。 

インバウンド受入れの環境を整備する

ため、外国人向けボランティアガイド

の育成研修を実施した。 

参加人数：14 人（2 日間合計） 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

東京 2020 大会に向けた世田谷区ボランティア

を対象にボランティア基礎研修を実施し、ボラ

ンティア活動への理解・促進を図ることができ

た。 

東京 2020 大会の延期に伴い、引き続き、研修や

ボランティア体験を実施し、東京 2020 大会で

の活動に向けた準備を行うととともに、大会終

了後のレガシーとして、区の観光施策や地域の

ボランティア、外国人対応時の語学ボランティ

アとして活躍する仕組みを作る。 

 

姉妹都市交流事業で海外から来訪する方の受け

入れにあたりホームステイボランティアを活用

することで、区民の国際理解の促進にも寄与す

ることができた。 

令和 2(2020)年度も継続して実施する。  

外国人観光客の受入に向けて、観光ボランティ

アガイドの育成を行い、受入に向けた環境整備

に資することができた。 

令和 2(2020)年度は外国人へのガイドを開始す

る予定であったが、新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため募集していない。新型コロナウ

イルスの状況を踏まえながら引き続き事業を

実施していく。 
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③研修・講座等 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

70 
☆区民向け多文

化共生講座の実

施 

関係各課、国際

課 

様々な区民向け講座の機会を捉え、

多文化共生意識の醸成に努める。 

多文化共生講座の一環として、「多文

化共生シンポジウム～やさしい日本語

でつながろう～」を実施した。 

来場者 164 人 

71 
せたがや多文化

ボランティア講

座の実施 

国際課 

外国人と関わる活動を考えている

方を対象に、外国人との相互理解の

ために多文化共生について学ぶこ

とができる講座を実施する。 

全 6 回実施、参加者 37 人 

72 
★外国人おもて

なしセミナーの

実施 

産業連携交流

推進課 

外国人観光客の受入環境整備を目

的として、外国人の食文化・マナー・

習慣・会計などへの理解促進を図る

ためのセミナーを、区内商店街向け

に実施する。 

平成 29(2017)年度から、東京商工会議

所世田谷支部で作成した「外国人接客

マニュアル」を活用し、普段から、外

国人の食文化・マナー・習慣・会計な

どの対応を図っている。 

73 
★キャッシュレ

ス推進に向けた

セミナーの開催 

産業連携交流

推進課 

外国人観光客の間でニーズの高い

クレジットカード決済をはじめ、電

子マネーや QR コード決済など、近

年増加する現金以外の様々な決済

手段に対応するため、区内事業所に

おけるキャッシュレスの導入促進

に向けたセミナーを開催し、外国人

観光客の受入環境整備や区内消費

の喚起につなげる。 

商店街の事業者や飲食店、小売店等を

対象に、「区内事業者向け キャッシ

ュレス・セミナー（インバウンド動向

を踏まえて）」を実施するとともに、

イベント等での周知広報を行うなど、

キャッシュレス推進に向けた普及活動

を実施した。 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

多文化共生に関する基礎知識、及びやさしい日

本語について、参加者に情報提供ができた。シ

ンポジウムでは、非公開型インターネット掲示

板「sli-do」を使用し、聴覚障害者等に配慮し

た質疑応答の時間を設ける試みも行った。 

引き続き、区民向けに多文化共生講座の機会を

提供する。 
 

多文化共生の基礎知識から外国人の文化、教育、

住宅事情等、多岐に渡る分野の講義を行い、参

加者に対して外国人に関わるボランティアをす

る際のヒントとなる情報を提供することができ

た。 

名称を「多文化理解講座」に変更して実施する。 

※令和 2 年度よ

り、（公財）せた

がや文化財団国

際事業部に事業

を移管。 

区内商店街や飲食店、小売店に向けて、外国人

に対するおもてなしへの理解促進を図ることが

できた。 

引き続き、「外国人接客マニュアル」を活用し

つつ、必要に応じて、商店街等の区内事業者や

飲食店、小売店等と連携し、外国人へのおもて

なしを促進していく。 

 

参加した事業者に、インバウンド動向やキャッ

シュレスポイント還元事業に関する情報を提供

し、キャッシュレスの促進に努めることで、外

国人観光客の受入環境の整備や区内消費の喚起

につなげることができた。 

外国人観光客の動向やキャッシュレスを取り

巻く社会情勢を踏まえながら、キャッシュレス

の導入促進を図ることで、外国人観光客の決済

手段の利便性の向上や受入環境の整備を図っ

ていく。 
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  項目 所管課 内容 実績・数値等 

74 
外国人向け接客

ツールの利用啓

発 

産業連携交流

推進課 

外国人が安心して店舗等を利用で

きるよう、区内商店街等に外国人接

客マニュアルや指差しメニュー等

の接客ツールの利用を啓発する。 

平成 29(2017)年度に東京商工会議所

世田谷支部で作成した「外国人接客マ

ニュアル」を活用して啓発を行ってい

る。 

75 
職員自主研修の

支援 
研修担当課 

語学講座等の自己研鑽の機会を提

供する。 

職員の自己研鑽の機会として、法人格

を有する教育機関が実施する講座を受

講する際の費用助成を行った。  

語学講座数：10 講座  受講者：18 人 

76 
職員向け人権研

修の実施 

研修担当課、人

権・男女共同参

画担当課 

職員の人権意識の啓発を図るため、

人権研修を実施する。 

採用 1 年目、技能 1 年目職員向け人権

研修：324 人 

全職員向け公務員倫理、人権研修：606

人 

全職員向け人権、同和問題：114 人 

一般非常勤職員向け人権研修：343 人 

 



52 
 

実績に対する評価 今後の取組み 備考 

区内商店街や飲食店、小売店等に対して、外国

人への適切な接客について、啓発することがで

きた。 

引き続き、「外国人接客マニュアル」を活用し

つつ、必要に応じて、商店街の事業者や飲食店、

小売店などの店舗等と連携し、外国人へのおも

てなしを促進していく。 

 

再募集や助成案内の配架等による PR を工夫し

受講者数増につなげることができた。 
引き続き、自己研鑽の機会を提供する。  

人権について正しい知識を習得させ、地方公務

員としてより高い人権意識を持たせる。 

今後も定期的に研修を実施して、人権意識につ

いて再度見直しを図る。 
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基本方針 3：多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消 

 

(2)学校教育における多文化共生に関わる国際理解教育の推進 
 幼少期から外国語に親しむ機会を増やすとともに、多文化共生についての意識を醸成するため、児童・生

徒を対象として、外国語教育の充実など、国際理解教育を推進します。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 国際交流については、これまでの３姉妹都市に加え、新たにフィンランドへの児童・生徒の派遣を実施し

た。カナダ・ウィニペグ市との交流においては、派遣・受入を同一生徒に限定せず実施することにより、よ

り多くの生徒に交流の機会を提供することができた。引き続き、派遣生徒及び受入生徒の拡充に向け調整を

進めていく。 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

77 
☆海外派遣等を

通じた国際交流

事業の拡充 

国際課、教育指

導課 

現地の日常生活を体験し、異文化へ

の理解を深めることを目的とした

海外派遣事業について、これまでの

姉妹都市に加え、新たな都市との交

流をめざす。 

オーストラリア 

（派遣）小学 5 年生：16 人 

（受入）小学 6 年生：7 人  

オーストリア  

（派遣）小学 5 年生：16 人 

カナダ  

（派遣）中学 2 年生：21 人 

（受入）中学 2 年生：20 人 

※延べ参加者数 26 人 

フィンランド  

（派遣）小学 5 年生：6 人 

中学 2 年生：6 人 

78 
国際理解教育の

充実 
教育指導課 

様々な国や地域の人々との交流や

多文化に触れる機会を拡充するな

ど、国際化の進展に対応し、児童・

生徒の国際理解を深め、世界の人々

と共に生きていくことのできる資

質・能力の基礎の育成を図る。 

小・中学校 90 校で実施した。 

79 
小学校「外国語」

への対応 
教育指導課 

学習指導要領の改訂に伴う小学校

高学年における外国語活動の教科

化及び中学年への外国語活動の導

入に対する適切な対応を図る。 

小学校 61 校にて実施した。 

80 
多様な手法によ

る英語教育の充

実 

教育指導課 

急速に進展する国際化を踏まえ、児

童・生徒が英語に親しみながら、多

様な手法により英語による実践的

なコミュニケーション能力の育成

を図る。 

小・中学校で随時実施するとともに、

中学校 29 校では、実践的なコミュニケ

ーション力の育成のために、外国語授

業以外に ALT を配置した。 

81 

★ 「 Touch the 

World」多文化体

験コーナーの運

営（再掲） 

教育指導課 

子どもたちが体験的に楽しく外国

語を学ぶとともに、外国人を含めた

様々な区民が気軽に立ち寄り、多様

な文化に触れ、交流することができ

る「Touch the World」多文化体験

コーナーを運営することで、子ども

たちの外国語や異文化への関心を

高め、国際理解を推進する。 

 

移動教室（区立小学校 4 年生対象） 

来場者数：6267 人 

82 
★多文化共生事

例の紹介 

国際課、教育指

導課 

区立の小中学校で実施している国

際理解教育の具体的な参考事例を、

ホームページで紹介し、多文化共生

の意識の醸成を図る。 

小・中学校 90 校で実施した。 
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【実績管理】 

 2018 年度 2019 年度 2020 年度（見込み） 

国際交流事業に伴う 

派遣・受入生徒数 
76 人 77 人 中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績に対する評価 今後の取組み 備考 

これまでの 3 姉妹都市に加え、令和元年度より

フィンランドへの小・中学生派遣を行い、より

多くの児童・生徒に異文化を体験する機会を提

供することができた。 

令和 2(2020)年度は、新型コロナのため事業を

中止する。今後、フィンランドを含めた 4 か国

に加え、米国ポートランド市にも中学生を派遣

する予定である。 

 

令和 3 年度に向けたアメリカ合衆国への派遣の

検討や、「Touch the World」を活用し、各国を

テーマにしたイベントを実施するなど、更なる

拡充に取り組んでいく。 

引き続き、取り組んでいく。  

小学校 61 校にて教科化に対応し、スムーズな導

入が行えた。 

小学校教員への英語研修の実施や、小学校 ALT・

英語活動支援員との連携など、教員の英語指導

力の向上、授業運営の改善など、更なる定着に

努めていく。 

 

各校で意欲的な活動が行われるとともに、新規

ALT のスムーズな導入、活用が行われた。 

中学校 ALT では、元年度の実施を踏まえ、休み

時間や給食指導の時間に配置し、よりインタラ

クティヴなコミュニケーションの機会を増や

すなど、更に効果的な活用方法を提案してい

く。 

 

各学校からのアンケート等を参考に移動教室で

実施する内容の充実を図った。 

令和 2(2020)年度は、移動にバスを使う学校が

多いことから、新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、教育センターでの移動教室を全校

で中止する。 

関連 

(基本方針 1(1)) 

(基本方針 3(1)) 

多文化共生事例の紹介を通し、児童・生徒の意

識啓発に繋げた。 
引き続き、取り組んでいく。  
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基本方針 3：多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消 

 

(3)多文化共生・国際交流活動団体の支援 
 多文化共生・国際交流活動団体の活動を活性化させるとともに、多くの人に広く知ってもらい、地域社会

の協力を得ることができるように、団体の認知度向上を図ります。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 若年層への多文化教育事業や、留学生との料理を通じた交流事業等、計 7 団体の事業に対して支援を行

い、活動の活性化に繋げることができた。今後は、対象団体の拡大を図るとともに、せたがや国際交流セン

ターと連携しながら、団体の認知度向上やネットワーク化に取り組んでいく。 

 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

83 
国際平和交流基

金助成による団

体支援 

国際課 

国際平和交流基金を活用し、区民に

よる自主的な多文化共生・国際交流

活動団体を支援する。 

（１）国際交流活動助成 

 助成団体：7 団体   

助成金額合計：918,773 円  

 （1 団体あたりの上限 20 万円） 

（２）バンバリー市マラソン派遣助成 

 派遣人数：2 人  

助成金額合計：148,270 円 

84 
せたがや国際活

動団体ガイドブ

ックの配布 

国際課 

区内で活動する国際交流活動団体

等の活動内容を区民に紹介し、周知

を図るとともに、外国人支援や国際

交流活動に興味のある区民と団体

をつなげる。 

ガイドブックを各出張所・まちづくり

センター・図書館等に配架するととも

に、HP に掲載し、国際交流活動団体及

び活動内容の PR を行った。 

 

 

基本方針 3：多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消 

 

(4)不当な差別的取扱いへの対応 
 多文化共生施策に対する、区民または事業者からの苦情や意見の申し立て、相談等に対応します。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 実績なしのため、評価なし。 

 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

85 

男女共同参画・多

文化共生施策に

対する苦情や意

見の申立て、相談

等への対応 

国際課、人権・

男女共同参画

担当課 

男女共同参画・多文化共生苦情処理

委員会において、多文化共生施策に

対する区民または事業者からの苦

情や意見の申立て、相談等に対応す

る。 

多文化共生施策に関する相談実績な

し。 
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【実績管理】 

 2018 年度 2019 年度 2020 年度（見込み） 

国際平和助成事業 

助成団体数 
6 団体 7 団体 中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績に対する評価 今後の取組み 備考 

助成金の交付により、区内の国際交流団体の活

動を支援し、多文化共生・国際交流を推進する

ことができた。 

令和 2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため事業を中止する。今後も、助

成団体についての適格な審査を行い、有用な助

成金の執行に努める。 

 

団体を紹介してほしいとの問い合わせが区民か

らあった際、本ガイドブックを配布して団体を

案内し、区民と団体のマッチングに貢献した。 

令和 2(2020)年度も継続して配布する。掲載団

体の追加・修正について検討を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

実績に対する評価 今後の取組み 備考 

実績なしのため、評価なし。 
苦情や意見の申し立て、相談等に対して適切に

対応していく。 
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庁内における多言語冊子、チラシ等一覧 

 出版物名 使用言語 内容 担当部署名 

1 
特別区民税･都民税納税

通知書について 
英語 

特別区民税･都民税納税通知書に同封する

説明書、及び納税通知書の裏面に記載さ

れた項目の英語版。希望者に窓口または

郵送で配布。 

財務部 

課税課 

2 東京 23 区の住民税 
英語、中国語 

ハングル、日本語 

東京 23 区の住民税のしくみをわかりやす

く説明。 

※発行：特別区税務課長会 

財務部 

課税課 

3 
歴史とアートに親しむ 

せたがや文化マップ 

日本語、英語、韓国

語、中国語（簡体

字） 

内容：区内にある文化遺産や現代アート

をとりあげた 14 のコースを紹介する冊

子。 

生活文化政策部 

文化・芸術振興

課 

4 
世田谷区全図/災害時区

民行動マ二ュアル 

英語、中国語、ハン

グル 

内容：防災情報を含んだ世田谷区全図及

び地震対策についての情報提供。 

危機管理部 

災害対策課 

生活文化政策部 

国際課 

5 
ライフ・イン・セタガ

ヤ 

英語、中国語、ハン

グル 

防災・保健・医療・教育・税金・子育て

等の諸手続きをわかりやすく説明。 

生活文化政策部 

国際課 

6 世田谷区のあらまし 英語 
世田谷区のみどころと区政の概略等を写

真やグラフを使用して紹介。 

生活文化政策部 

国際課 

7 

配偶者や交際相手から

の DV で悩んでいません

か 

英語、中国語、ハン

グル 

DV（ドメスティック・バイオレンス）及

びＤＶ防止について説明したハンドブッ

ク。相談窓口の掲載あり。 

生活文化政策部 

人権・男女共同 

参画担当課 

8 
資源とごみの分け方・

出し方 

英語、中国語、ハン

グル 

資源とごみの分け方・出し方を説明した

リーフレット。 

清掃・リサイク

ル部 

事業課 

9 国民健康保険のてびき 
英語、ハングル、中

国語、日本語 

外国人向け国民健康保険制度の案内、事

業趣旨の普及。 

保健福祉政策部 

国保・年金課 

10 
国民健康保険のてびき

（簡易版） 

ベトナム語、ネパー

ル語、英語、ハング

ル、中国語、日本語 

外国人向け国民健康保険制度の案内（簡

易版）、事業趣旨の普及。 

保健福祉政策部 

国保・年金課 

11 
国民年金加入手続きを

された方へ 

英語、ハングル、中

国語 

国民年金の加入手続きをされた方に対す

る案内。 

保健福祉政策部 

国保・年金課 

12 日本の国民年金制度 
英語、ハングル、中

国語 

外国人向け国民年金制度の案内。※発

行：日本年金機構 

保健福祉政策部 

国保・年金課 

13 

学童クラブ 

（新 BOP 学童クラブ児

童募集案内） 

英語 

新 BOP 学童クラブの役割・制度、新 BOP

学童クラブと BOP の違い、入会申請書記

入例等。 

子ども・若者部 

児童課 
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14 ひととき保育 英語 
ひととき保育利用の外国人保護者向けに

利用案内、こどものケアカード。 

子ども・若者部 

子ども家庭課 

15 鎌田児童館案内 英語 
地域に住んでいる外国人向けに英語での

児童館紹介。 

子ども・若者部 

児童課 

鎌田児童館 

16 弦巻児童館案内 英語 
地域に住んでいる外国人向けに英語での

児童館紹介。 

子ども・若者部 

児童課 

弦巻児童館 

17 上北沢児童館 案内 英語 子育てひろばを中心とした児童館案内。 

子ども・若者部 

児童課          

上北沢児童館 

18 保育園のしおり 英語 
保育園の生活や保育園と家庭の役割等を

説明したパンフレット。 

保育部 

保育課 

19 保育のごあんない 英語 
保育園の入園手続きを説明したパンフレ

ット。 

保育部 

保育課 

20 
飼犬の登録と狂犬病予

防注射について 
英語 

犬の登録や予防注射などの狂犬病予防法

で定められている飼い犬の義務を説明す

るリーフレット。 

世田谷保健所 

生活保健課 

21 外国語版母子健康手帳 

英語、中国語、ハン

グル、タガログ語、

ベトナム語・スペイ

ン語、タイ語・ポル

トガル語・インドネ

シア語 

妊娠の届出をした在住外国人（日本語が

理解できない場合）に、通常の母子健康

手帳と共に外国語版を配布。 

※発行：(公財)母子衛生研究会 

世田谷保健所 

健康推進課 

22 
乳幼児健康診断及び定

期予防接種 
英語 

乳幼児健康診査および予防接種のご案

内、その他の健診の受診票およびご案

内。 

世田谷保健所 

健康推進課   

感染症対策課 

23 区立図書館利用案内 英語 区立図書館の利用方法等の案内冊子。 

教育委員会 

生涯学習部 

中央図書館 

24 Setagaya Guide Book 英語 
内容：世田谷区内の観光スポット等の紹

介冊子。 

（公財）世田谷

区 

産業振興公社 

25 
同性パートナーシップ

宣誓について 
英語 同性パートナーシップ宣誓制度の案内。 

生活文化政策部 

人権・男女共同 

参画担当課 
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まとめ 

■多文化共生施策が充実していると思う区民の割合について、策定時(31.5％)より 1.7％上  

 昇したものの、2021 年度末の目標値（80%）と比較すると不十分だった。 

 

■「世田谷区多文化共生プラン」に基づく外国人に対する支援の一環として、外国人向け日

本語教室の拡充や区ホームページ内の外国人向けページの見直し等に取り組んでいるが、

外国人区民の意識実態調査においては、いずれも 6 割以上の方がその存在を知らないと回

答していることから、せたがや国際交流センターや各所管と連携のうえ、他の支援策も含

めた、更なる充実を図るとともに、その周知、ＰＲを強化していく。 

なお、コロナ禍においては、「やさしい日本語」を活用したホームページでの情報提供や、

都と連携した多言語での相談受付等、対応の強化に努めた。 

 

■新たな国際施策の推進組織である「せたがや国際交流センター」の開設に伴い、（公財）

せたがや文化財団が有する区民の国際交流事業及び市民活動団体支援事業の実績、ノウハ

ウや人的ネットワークを活かしながら、連携して多文化共生施策を推進していく。 
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男女共同参画・多文化共生推進審議会 多文化共生推進部会からの意見 

(令和 2 年(2020 年)8 月 25 日 部会開催) 
 

【基本方針１ 地域社会における活躍の推進】（ｐ.１５） 

・地域住民との相互理解を深めるためには、継続的な交流が必要である。新型コロナウイル

ス感染症の影響により、交流事業等の中止が多く見受けられるが、オンラインの活用等

様々な工夫をしながら継続した実施を期待したい。 

・多文化共生社会の形成には、外国人の日本語習得や地域参加を進めることが重要。それら

を支援するため、地域におけるボランティアと外国人が関わる場を区としてどのように作

っていけるのか、具体的な検討が必要である。 

 

【基本方針２ 誰もが安心して暮らせるまちの実現】（ｐ.２１） 

・若い世代の外国人が多い世田谷区の特性を踏まえ、出産、育児、教育等、子育て世代に対

する生活基盤の充実を図る施策をさらに充実していく必要がある。 

・外国人住民にとって言葉の問題は大きい。引き続き、「やさしい日本語」も含めた情報の

多言語化を進め、外国人に分かりやすい情報発信に努めていくことが重要である。また、

庁内における多言語冊子、チラシ等一覧（P57～58）によると、英語のみに対応している

冊子、チラシが多いことが伺える。今後は、英語以外の言語にも対応していくことを望む。 

・日本語教育の推進に関する法律の施行も踏まえ、その支援にあたっては新たな展開を講じ

ていくべきである。これまで実施してきた区の日本語教室の充実に加え、地域で活動する

日本語支援ボランティア団体への支援や連携についても検討していく必要がある。 

・多文化共生には、自分のルーツを忘れないという意味も含まれる。将来的には、日本語支

援に加え、自分の母語あるいは継承語に触れる機会を創出できるような取組みにも期待す

る。 

・外国人住民の困りごとは、くらしや生活基盤に関することが多いと思われる。区の多文化

共生に関する情報に対し、外国人住民がどのくらいアクセスできているかということを測

っていくことが重要である。 

・外国人へのアンケートについて、在住年数等を絞ったり、対面で回答を依頼したりするな  

 ど、調査手法の工夫を行い調査の精度を高めていくことが必要である。 

 

【基本方針３ 多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消】（ｐ.４３） 

・今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、外国人に対する新たな偏見・差別が見受

けられる。不当な差別的取扱いには適切に対応するとともに、引き続き、こうした差別を

起こさせない多文化共生の意識づくりに取り組む必要がある。 

・地域の中で外国人と関わりを持っている区民活動の事例は多くあると思われる。そうした

事例を収集し、広く区民に公開することで、多文化共生の意識づくりに繋げることが重要

である。 
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